
とびうめネットが
リニューアルします︕

福岡県医師会
常任理事 辻 裕二
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①救急医療⽀援システム
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答問NO

当該保険医療機関を受診するいずれかの患者について、
少なくとも概ね２⽉に１回以上は診療情報の閲覧⼜は共
有を⾏うこと。
ただし、当該ネットワークに加入した月からその３月後
まで（例えば、令和８年７月に加入した場合、令和８年
７月から10月まで。なお、令和８年５月31日までに加入
していた保険医療機関については令和８年６月１日から
９月30日までとする。）はこの限りでない。

「Ａ０００」電⼦的診療情報連携体制整備加算の施設基準
において、「地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情
報等を含む診療情報を共有⼜は閲覧できるネットワークで
あって、以下の（イ）から（ハ）の全てを満たすものを活
用する体制を有していること。」とあるが、具体的にどの
程度活用していればよいか。

問１

当該保険医療機関が診療情報を共有⼜は閲覧している実
績のある全ての保険医療機関の名称を掲載すること。な
お、当該他の保険医療機関の名称は、概ね３月に１回、
定期的に更新すること。ただし、問１のただし書に該当
する場合には、他の保険医療機関との共有実績ができた
段階で速やかに掲載することとして差し支えない。

「Ａ０００」電⼦的診療情報連携体制整備加算の施設基準
において、「当該ネットワークに参加していること及び実
際に患者の情報を共有している実績のある保険医療機関の
名称について、当該保険医療機関の⾒やすい場所に掲⽰し
ていること。」とあるが、当該保険医療機関の掲⽰すべき
保険医療機関の名称は代表的な保険医療機関のみでよいの
か、全ての保険医療機関を掲⽰する必要があるのか。

問２

【参考】電⼦的診療情報連携体制整備加算（５月29日付け 厚⽣労働省「疑義解釈資料（その７）」より）
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②多職種連携システム
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③災害時バックアップシステム
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参考資料
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３．とびうめネットプラスについて
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 とびうめネットをご利用いただいている先⽣⽅から、
• 参加申請や、多職種連携システムにおけるチーム登録手続きの電⼦化
• VPNへの接続手順の簡素化
• 多職種連携システムにおけるスマートフォンへの対応
• 必要な情報を迅速に確認するための登録・参照情報の整理及び簡素化

等といったご意⾒・ご要望が寄せられておりました。

 これらを受け、会内における協議を踏まえ、本年７⽉１⽇より、
新たな機能を追加した「 」としてリリースする
ことといたしました。
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・利⽤環境の利便性向上

とびうめネットを利用する際はVPN接続し利用開始する必要がある。VPN
接続については専用ソフトを起動し、接続を⾏いVPN接続完了後にシステ
ムへのログイン画面を別途起動する手順となる。（⼀連の流れで利用開始
ができない。）

＜課題＞

⼀連の流れで、
“VPN接続→システムログイン→システム利用開始”

ができるようになります。
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現状、とびうめネットで利用可能な端末は、WindowsOSのPC、MacOS
のPC、iPadOS（iPad）のみとなっている。とびうめネットの利用開始を
検討する中で、施設外に端末を持ち出すことを想定しているような多職種
連携利用者については、新たに端末や回線を準備することが障壁となり、
参加をためらう理由の⼀つとなっている。

・利⽤環境の範囲拡⼤

＜課題＞

スマートフォン（iPhone）で、
とびうめネットを利用できるようになります。
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とびうめネットでかかりつけ医が登録している患者基本情報の登録項目や
レイアウトについては運用当初から同じ内容である。国のマイナ救急等新
たに運用が開始されたシステムも存在するため、重複する項目やとびうめ
ネットとして新たに追加し運用すべき項目について⾒直しが必要である。

・患者基本情報登録の項目⾒直し並びに登録画⾯、参照画⾯改善

＜課題＞

既存の登録項目について、不要項目の削除や項目の追加を⾏
いました。また、利用する⽅の場面に応じて参照画面を切り

替えられます。
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現状、多職種連携システムの利用開始にあたっては、かかりつけ医による
チーム登録申請書へのチームメンバー記載と送付、とびうめネット事務局
によるチーム登録作業が必要となっており、運用開始までに時間を要する。
利用者IDや端末の準備ができており、すぐに運用を開始したい場合に手続
きに時間がかかると、共有したい情報をタイムリーに共有することができ
ないことがある。

・チーム登録に係る手間軽減、電子申請対応

＜課題＞

チーム登録が電⼦申請できるようになります。
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４．医療DXやICTを活⽤する体制の評価について
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答問NO

当該保険医療機関を受診するいずれかの患者について、
少なくとも概ね２⽉に１回以上は診療情報の閲覧⼜は共
有を⾏うこと。
ただし、当該ネットワークに加入した月からその３月後
まで（例えば、令和８年７月に加入した場合、令和８年
７月から10月まで。なお、令和８年５月31日までに加入
していた保険医療機関については令和８年６月１日から
９月30日までとする。）はこの限りでない。

「Ａ０００」電⼦的診療情報連携体制整備加算の施設基準
において、「地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情
報等を含む診療情報を共有⼜は閲覧できるネットワークで
あって、以下の（イ）から（ハ）の全てを満たすものを活
用する体制を有していること。」とあるが、具体的にどの
程度活用していればよいか。

問１

当該保険医療機関が診療情報を共有⼜は閲覧している実
績のある全ての保険医療機関の名称を掲載すること。な
お、当該他の保険医療機関の名称は、概ね３月に１回、
定期的に更新すること。ただし、問１のただし書に該当
する場合には、他の保険医療機関との共有実績ができた
段階で速やかに掲載することとして差し支えない。

「Ａ０００」電⼦的診療情報連携体制整備加算の施設基準
において、「当該ネットワークに参加していること及び実
際に患者の情報を共有している実績のある保険医療機関の
名称について、当該保険医療機関の⾒やすい場所に掲⽰し
ていること。」とあるが、当該保険医療機関の掲⽰すべき
保険医療機関の名称は代表的な保険医療機関のみでよいの
か、全ての保険医療機関を掲⽰する必要があるのか。

問２

・留意事項（５月29日付け 厚⽣労働省「疑義解釈資料（その７）」より）
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共有情報内容点数

検査結果や画像情報等を含む診療情報

オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報等を
実際の診療に活用できる体制を有することを基本とし、電⼦
処⽅箋、電⼦カルテ及び電⼦カルテ情報共有サービスの導入
並びにサイバーセキュリティ対策の推進等、医療機関間で情
報連携し質の⾼い医療を提供するための国等が進める医療Ｄ
Ｘに係る体制の評価

電子的診療情報
連携体制整備加算

初診料 加算１ 15点
加算２ ９点
加算３ ４点

再診料 ２点

検査結果、画像情報、画像診断の所⾒、
投薬内容、注射内容及び退院時要約等の

診療記録

患者の紹介を⾏う際に、検査結果、画像情報、画像診断の所
⾒、投薬内容、注射内容及び退院時要約等の診療記録のうち
主要なものについて、①医療機関間で電⼦的に医療情報を共
有するネットワークを通じ他の保険医療機関に常時閲覧可能
なよう提供した場合、⼜は②電⼦的に送受される診療情報提
供書に添付した場合の評価

診療情報提供料（Ⅰ）
検査・画像情報提供加算

イ）200点
ロ）30点

検査結果、画像情報、画像診断の所⾒、
投薬内容、注射内容及び退院時要約等

別の医療機関から診療情報提供書の提供を受けた患者につい
て、同時に電⼦的⽅法により提供された検査結果、画像情報、
画像診断の所⾒、投薬内容、注射内容及び退院時要約等のう
ち主要なものを電⼦的⽅法により閲覧⼜は受信し、当該検査
結果等を診療に活用することによって、質の⾼い診療が効率
的に⾏われることの評価

電子的診療情報評価料
30点

・その他（とびうめネットの救急医療⽀援システム・多職種連携システムを用いて算定可能な主な診療報酬）
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共有情報内容点数

• 次回の訪問診療の予定日及び当該患者の
治療⽅針の変更の有無

• 当該患者の治療⽅針の変更の概要（変更
があった場合）

• 患者の医療・ケアを⾏う際の留意点（医
師が必要と判断した場合）

• 患者の⼈⽣の最終段階における医療・ケ
ア及び病状の急変時の治療⽅針等につい
ての希望（患者⼜は家族等から取得した
場合）

• 訪問診療を⾏う場合の患者の医療・ケア
に関する情報

在宅での療養を⾏っている患者に対し、訪問診
療を⾏っている医療機関の医師が、連携する他
医療機関等に所属する患者の医療・ケアに関わ
る医療関係職種及び介護関係職種等によりＩＣ
Ｔを用いて記録された情報を取得及び活用し、
計画的な医学管理を⾏った場合の評価

在宅医療情報連携加算
100点

在宅での療養を⾏っている利用者であって通
院が困難な⽅の診療情報等

訪問看護・指導を実施している医療機関の看護
師等が、在宅で療養を⾏っている患者であって
通院が困難なものの同意を得て、当該医療機関
と連携する医療機関の保険医、⻭科訪問診療を
実施している⻭科医師等、訪問薬剤管理指導を
実施している薬局の薬剤師、管理栄養⼠、介護
支援専門員⼜は相談支援専門員等であって当該
患者に関わる者が電⼦情報処理組織を使用する
⽅法その他の情報通信の技術を利用する⽅法を
用いて記録した当該患者に係る診療情報等を活
用した上で、訪問看護・指導の実施に関する計
画的な管理を⾏った場合の評価

訪問看護医療情報連携加算
100点
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・その他（とびうめネットの救急医療⽀援システム・多職種連携システムを用いて算定可能な主な診療報酬）



＜参考＞電⼦的診療情報連携体制整備加算／検査・画像情報提供加算及び電⼦的診療情報評価料の記入例

81本記入例については、本会ホームページ（会員専用）へ掲載しております。
URL︓https://www.fukuoka.med.or.jp/members/iryo_hoken/shinryo/R8sinryohosyu.html



・その他（電⼦的診療情報連携体制整備加算に関するよくあるお問い合わせ）

Q１．とびうめネットへはどのように参加すればよいですか︖

Ａ．本資料のＰ65〜66をご参照ください。
また、詳細はとびうめネットホームページ「参加申請に必要な手続き」をご参照ください。
URL︓https://tobiumenet.com/medical/medicalflow/

Q２．とびうめネットに参加すると加算を算定できますか︖また、どのシステムに参加すればよいですか︖

Ａ．いいえ。とびうめネットへの参加のみで加算を算定できるものではありません。
施設基準（11）のイについては、医療機関間で診療情報の共有・閲覧が可能なシステムである、①救急医療支援
システムまたは②多職種連携システムのいずれかに参加することで要件を満たします。
また、参加だけでなく概ね２月に１回以上、診療情報の閲覧⼜は共有を⾏うことが必要です。（Ｐ33.77参照）
・救急医療⽀援システム︓患者情報の登録・更新・閲覧等。

レセプトデータ等活用事業が⾏われている地域では、⾏政情報の参照⼜は患者情報の
追記等。

・多職種連携システム︓チーム作成のうえ情報共有。
など、実際にシステムを利用する必要があります。

Q３．検査結果や画像情報はどのように共有できますか︖

Ａ．とびうめネットでは、以下の⽅法でPDFや画像データ等の共有が可能です。
・救急医療⽀援システム
・患者基本情報へのファイル添付
・セキュアメールによる送受信

・多職種連携システム
・メモ機能
・ファイル共有機能 82

使い⽅の詳細はとびうめネット事務局
までお問合せください。



５．おわりに
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 とびうめネットは地域包括ケア並びに医療・介護連携
の推進に資するものと考えております。

 福岡県医師会といたしましては、今後も、とびうめ
ネットプラスの普及・活用を通じて、医療・介護の⼀
層の連携強化と、現場の声を踏まえた、より使いやす
いネットワークづくりに努めてまいります。
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ご清聴ありがとうございました。

85


